
開催日：平成 14 年 6 月 13 日 

会議名：平成 14 年第 2回定例会（第 3号 6月 13 日） 

 

○（橋本順造議長）  

 次に、大伴雅章議員。 

               （大伴雅章議員登壇） 

 

○（大伴雅章議員） 私、前回もそうでありましたが、非常に緊迫感のある中で質問をさ

していただくこと、非常に光栄に実感をしておる次第でございます。 

 通告に従いまして三つの事項について質問さしていただきます。 

 まずはじめは、現在、策定中の長岡京市地域健康福祉計画についてであります。 

 まずもって、この計画を策定するに当たって、恐らく全国の類似市町村の中ではどこよ

りも早く、どこよりも的確に、しかも、係まで創設し、日本でこの地域福祉に関しての権

威としては一番と言われている池田省三龍谷大学教授を推進委員長に仰ぎ、広く住民参加

のもと、６月１日号広報にも詳しく掲載されたように、情報公開も積極的にされ、進めら

れていることに関し、市長のこの件に対しての姿勢に深く敬意を評するものであります。 

 さて、御承知のとおり、我が国においては、かつての伝統的な家庭や地域の相互扶助機

能は弱体化し、地域住民相互の社会的なつながりも希薄化するなど、地域社会は変容しつ

つあります。少子・高齢化社会の到来、成長型社会の終えん、産業の空洞化、そして、近

年の深刻な経済不況がこれに追い打ちをかけています。このため、障害を持つ方や高齢の

方あるいは妊婦さん等の生活上の支援を要する人々は、一層厳しい状況に置かれています。 

 また、青少年や中年層においても、生活不安とストレスが増大し、自殺やホームレス、

家庭内暴力、虐待、引きこもりなどが新たな社会問題となっています。 

 また一方で、近年、市町村の福祉施策が盛んになり、ボランティアやＮＰＯ法人なども

活発化し、社会福祉を通して新たなコミュニティー形成を図る動きも顕著になってきてい

ます。こうした相矛盾する社会状況の中で、市町村の福祉行政の役割は極めて重要になっ

てきており、加えて、地域住民の自主的な助け合いなどの意義もますます大きくなってき

ていると思うわけであります。これらの現状を踏まえつつ、だれもが、いつまでも、住み

なれた地域で健康に暮らすための計画づくりが１５年３月を目標に、現在、急ピッチで審

議されているものと理解しているところでございます。 

 そこで、一つ提案があります。 

 推進委員会でも論議されているかもわかりませんが、本市の地域福祉の推進のための具

体案です。一言で言いますと、本市に地域ケアシステムを構築しようということでござい

ます。 

 まず、高齢者や障害者に限らず、何か問題があったとき、一番に問題解決に向けて努力

しなければならないのは自分自身です。これが自助と呼ばれる部分です。しかし、自分自



身ですべて問題解決できることはほとんど不可能に近く、ごく自然に家族や隣近所の人、

あるいは、友人が支援するということになります。いわゆる互助と呼ばれる部分でござい

ます。 

 ここまでがインフォーマルな分野ですので、行政としては直接余りかかわれないと考え

がちですが、少し工夫をすれば、もっともっと互助の部分が活性化するのではないでしょ

うか。地域ボランティアを育成するのも大切ですが、コーディネートするのが結構大変で

す。それより、やはり地域コミュニティーの醸成だと思います。 

 そこで、まず、地域をどう見るかですが、一番大切なのは隣近所、つまり、その地域で

の最小単位の組織である自治会です。本市の場合、５６の自治会があり、活発な活動をさ

れているところも多く、特に社会福祉協議会が平成９年度から実施しているふれあいのま

ちづくり事業のモデル自治会では、自治会員が主体的、自主的に自治会内に暮らす要支援

者の見守りや助け合い運動という互助活動を実践されておられ、全国紙にも取り上げられ

注目されている事実があります。このことをこのままにしておくことはないでしょう。も

っとこの計画を推し進めるためにも、モデル自治会を増やしていっていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 さらに、前からも申し上げてますように、本市には自治会が未組織の地域もあり、自治

会があっても未加入の市民もおられます。地域福祉を進めるという立場からも、魅力ある

自治会づくりまでいかなくても、せめて自治会に入らなければだめなんだ、あるいは、失

礼なんだぐらい思わす仕掛けが必要だと思います。 

 あの有名な京都市の春日学区では、地域ぐるみの助け合い運動が活発になればなるほど、

地域内に住む人の自治会加入率が高くなったと聞いております。たとえひとり暮らしの高

齢者で町内の役が回ってきても、余りお世話はできないけれど、自分のできる精いっぱい

はやらしていただくという風土ができ上がってきたためです。これぞまさしく自助から互

助の世界です。 

 そして、福祉に限らず、例えば、ごみや防災、あるいは、文化、スポーツ、お祭り等、

地域のコミュニティーにとって必要な事業を実施したら、地域単位、つまり、自治会単位

で補助金がもらえるように、現行の自治会運営補助金制度を少し事業補助制度にしていた

だければ、未組織の地域にもコミュニティーの芽が生まれるきっかけになるのではと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 この計画を作成するに当たって、高く住民福祉の観点から、地域コミュニティーという

ことに視点を当てて、企画が音頭をとられて、社会福祉協議会、社会福祉課、衛生課、総

務課、教育委員会等、関係部局の職員による研究・検討会を開催していただきたく強く要

望いたします。 

 次に、自治会がそれなりに機能すれば、自然に小学校単位に広がります。第七小学校区

で、数年前から自治会が合同で敬老会を開催されているのがよい例です。本市では、地域

の一番大きなイベントである市民運動会も小学校単位です。 



 このように、小学校単位では、敬老会や福祉まつり、運動会などのイベントを地域住民

が自主的に開催されることは、今までの本市の歴史的経過からして比較的容易だと思われ

ます。当然、ここまでくれば、社会福祉協議会の校区社協結成の機運も住民の中からわき

上がり、市民からの認知度ももっと上がることと思います。これらのことにより地域の輪

が自然に広がっていきます。ここまでがいわゆるインフォーマル、自助と互助の部分です。 

 市のコミュニティー施策と社会福祉協議会がうまく連携をとっていただければ、そう困

難ではないと思います。インフォーマルな支援は実に温かいものですが、残念ながら解決

能力は余り大きくありません。 

 そこで、フォーマル、つまり、公的な分野の登場です。公的な分野といっても、すべて

いわゆる公助で賄えというのではありません。自助、互助抜きに市民がすべて公助に依存

したら、市がつぶれます。公的といっても、どちらかというと、ともに助ける、すなわち、

共助に近い形の提案です。手法としては、共助の介護保険、対象としては高齢者だけでな

く、支援を必要とするすべての市民を前提とします。 

 結論を少し乱暴に言うと、本市の中学校区に１カ所、合計４カ所ある在宅介護支援セン

ターを、支援を必要とするすべての市民の相談窓口にし、そこでケアマネジメントを提供

したらというものです。 

 少し説明を加えますと、在宅介護支援センターは、本来、今で言う介護保険対象者のみ

でなく、介護認定を受けた人でもサービスを利用していない人、要介護状態でも認定を受

けていない人、さらには、自立しているが、在宅生活を進めていく上で問題があり、ケア

マネジメントが必要な高齢者に対しての相談窓口であります。が、介護保険制度が導入さ

れてからは、居宅介護支援事業者として、その業務のほとんどが介護保険サービス利用者

のケアマネジメントに従事している実態があります。このことを少し原点に返って見直し、

全国的にも非常にすぐれた質を誇っていた本市の在宅介護支援センターを本来の姿に戻す

行政指導が必要ではないでしょうか。 

 さらに、その上で、支援の必要な高齢者だけでなく、今のところ、国制度ではないので

すが、障害者、児童、その他、支援が必要な人すべてを対象にした相談窓口、つまり、ケ

アマネジメントの方法そのものはどのような人が対象であっても同様であることからして、

すべての支援が必要な人を対象にケアマネジメントを実施できるようにしていただけない

ものでしょうか。 

 具体的には、地域型在宅介護支援センターの補助金に市単費の非常勤のケアマネージャ

ーさんの賃金を計上することです。この財源は、この計画を策定するために計上した市単

費分を充当していただければ、とりあえず２カ所分のモデル支援センターが誕生する計算

になります。 

 さらに、基幹型の在宅介護支援センターを社会福祉協議会に委託すれば、身体障害者生

活支援センターとの連携も生まれ、国の補助により、財源的にも余裕が生まれることと思

いますが、いかがでしょうか。 



 このように、いわゆる自治会と小学校単位は、市民の自主的、主体的な活動をサイドか

ら支援していき、中学校単位からは、ある程度公的に手を入れることによって、自助、互

助、共助、公助が、地域の持つ機能によって明確化され、市民にとってわかりやすいもの

となるのではないでしょうか。安心していつまでも住みつづけられる長岡京市をつくるた

めに、ぜひこのシステムの構築を御検討いただきたいと切にお願いするものであります。 

 次の質問をいたします。 

 小学校の校庭を芝生にしようという動きが各地で広がっています。古くは千葉県や鹿児

島県、最近では神戸市やお隣の京都市など、日本では学校の校庭といえば砂と、何の疑問

も持たず相場は決まっていました。私自身もそうでした。しかし、１９９９年に、私が市

の職員だったとき、当時のヨーロッパの福祉先進地に視察派遣されたときのことでした。

復命書にも書いたのですが、バスの中から見る景色に一向に学校らしきものが見えません

でした。それもそのはず、校庭がすべ芝生だったからです。学校はすべて公園に見えてし

まいました。この事実がわかるまで、ヨーロッパはさすがに公園が多く、緑がいっぱいや

なというのが私のヨーロッパの第一印象でした。このことからもわかりますように、例え

ば、本市の公立の学校、１４校の校庭がすべて芝生になれば、まちじゅうに緑があふれま

す。 

 昨日の瀬川議員、福島議員の質問に対して、市長は「つくる緑に努力したい。しかし、

土地の確保が」と申されていました。身近なところにも意外と土地はあるんだなと思いま

す。 

 さらに、子どもたちも喜びます。私はよく洛西浄化センターの２階にあるグラウンドを

利用します。階段を上がり、グラウンドを行く左側に小学校の校庭よりやや小さめですが、

芝生広場が整備されています。いつ見ても子どもたちがうれしそうに芝生の上で寝ながら

ごろごろして遊んでいます。砂の校庭では決して見られない光景です。 

 私は、ヨーロッパの学校を見てから、ずっと何とか学校の校庭を芝生にできないものか

と考えていましたが、半ばあきらめていました。つい最近までは、国を代表する国立競技

場の芝生ですら冬には芝生が枯れていましたから。つまり、日本の気候、あるいは土壌と

いった自然環境によって日本には芝生は適さないと。仮に、芝生を整備しても、ゴルフ場

のようにメンテに手間暇がかかるという先入観があったためです。 

 しかし、最近、少し元気で出てきました。先ほど申しましたように、先進的な取り組み

が各地でなされたり、また、先日、開催された日本芝草学会でも、ワールドカップの競技

場に敷くリフトンという高級な芝から、ゴルフ場でおなじみの高麗芝、そして、日本では

一番合うと言われている野芝を、それぞれの地域の土壌に合わせてブレンドして、１年じ

ゅう緑を保つ報告などがなされてきたからです。つまり、数年前とは状況が大きく変わり

つつあるということです。 

 また、先進的な取り組みをされている地域の様子も変化が見られます。千葉県、鹿児島

県では、どちらかというと、官主導であったのが、神戸市や京都市では、官が仕掛けて民



主導で進められました。具体的には、神戸市では、市が「市の魅力と夢」を市民公募され

たことから始まりました。そして、そこで小学校の校庭の芝生化が選考され、市の企画調

整局が窓口になり、芝生スピリットなるＮＰＯ法人を立ち上げ、市民に年会費１万円を払

っていただき、さらに、企業にも参画を呼びかけたりして財源を集め、実現にこぎつけら

れました。 

 また、京都市では、京都経済同友会が、昨年、ヨーロッパに視察に行かれたのがきっか

けでした。視察から帰ってこられ、すぐに京都市の教育委員会に協力を求められ、今年度、

嵯峨野小学校で実施され、ちょうど今の時期に芝生を植えられ、夏休み明けの９月に芝生

化が完成すると聞いています。この京都市も、財源は１平方メートル当たり約 5,０００円

かかり、約 2,０００平方メートルの整備、つまり、約 1,０００万円の事業費を個人や企業、

団体などを対象に賛助会員を募って資金を集められています。 

 さらに、芝生を植えたり、水やりや手入れなどの支援をしてもらう活動会員も募集して、

近い将来にはＮＰＯ法人を行政の支援のもと立ち上げ、モデル校を増やしていかれる予定

と聞いています。 

 本市の場合も、ぜひ官が、公が、何らかの仕掛けをしていただいて、地域住民が主体的

におらが学校ということで、学校の校庭の芝生化に協力できる仕組みづくりをしていきた

いと考えますが、理事者のお考えをお聞かせください。 

 ここで、少しお断りがあります。 

 以上が、私が前もって理事者の方々に渡した質問の原稿でございます。 

 イエローカードを覚悟で少し質問をつけ加えます。 

 といいますのは、今までの私の質問の趣旨が、昨日の京都新聞の夕刊の２面のトップに

掲載されたからです。私の言いたいことの１００％、いや、２００％ほどの内容のエッセ

ーが載りました。したがいまして、時間の関係もございますので、初めのさわりの部分と

最後の部分だけ、朗読させていただきたいと思います。 

 このエッセーは「土が芝生にかわるまで」と題して、華道池坊の次期家元の池坊由紀さ

んによるものでございます。少し朗読さしていただきます。 

 芝生はスポーツシャツを着て、うれしそうにナイスショットと叫ぶおじさま方のものだ

とずっと思っていた。緑が青々として美しくても、農薬を山のようにかけ、べらぼうな金

額の会員権の上に成り立っている代物だと、半ばさめた目で見つめていた。だから、校庭

で本物の芝の集まりを見たときは単純にうれしかった。砂ぼこりの立つ校庭が芝生になっ

たことがこんなに新鮮に映るとは意外だった。以上が出だしの部分でございます。 

 かなりの部分を略さしていただきまして、最後はこう締めくくっておられます。壮大な

計画は壮大であればあるほど、地道な積み重ねがないと成り立たない。継続性のいるもの

ならなおさらだ。大切なのは一体何人の一人一人がこのことに興味を持ち、意味を認識し、

かかわれるかではないだろうか。芝生を走り回る、寝転がる、そんな子どもたちの顔がど

れだけ輝くのか、その表情を早く見たい、その顔が私たちに校庭を土から芝生にかえる意



味を何よりも教えてくれるに違いない。 

 以上、昨晩の夕刊を朗読さしていただいたわけでございますが、この新聞にもあるよう

に、ぜひ地域ぐるみでまちに緑を、そして、子どもたちには夢を、ぜひ実現しようではあ

りませんか。前向きな御答弁のほどよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、最後の質問をいたします。 

 西口再開発事業についてであります。 

 ３月の予算審査特別委員会の総括質疑でも、連合・市民の会として、意見と質問をさせ

ていただきましたが、今回はさらに突っ込んだ意見と質問を我々の組織の集約としてさせ

ていただきますので、よろしく御答弁のほどお願い申し上げます。 

 まず１点目は、市の負担額の増加についてであります。 

 見直し前では約７０億、そして、今回の見直し案では約９５億円、つまり、２５億円も

の負担増であります。しかも、事業全体が２８０億から２１０億に縮小されたのにもかか

わらずにです。額が余りにも大き過ぎるのでぴんとこないので、市民１人当たりに換算い

たしました。つまり、こうなります。当初、市民１人当たり約９万円で計画していたもの

が、１人当たり約１２万円に増えたということであり、もっと言うと、１世帯当たり約１

０万円近くの負担増になるということです。この額だけでも多くの市民感覚で言えば、仮

に中身がよくても、ノーと言わざるを得ない数字であります。約１０万円近くを新たに家

計からやりくりするのは大変です。でも、支出する値打ちがあれば、皆、苦しい思いをし

ながらでも何とかするでしょう。約２５億円もの市民の負担が増えても、この事業を実施

する値打ちを普通の市民の方が聞いてもわかるように説明をしていただきたいと思います。 

 次に、なぜ負担額が増えたのかに関してであります。 

 この事業は、第１種市街地開発事業、すなわち、権利変換方式で行うため、保留床の処

分にこの事業の成否がかかっていると言ってもいいぐらいでございます。ところが、当初、

約１１万平方メートルの床をつくり、その保留床を売却した利益をもってこの事業の採算

性を担保する計画が、マイカルが撤退してからは床の買い手がない、住宅も２００戸が限

度ということで、床面積も約７万平方メートルに縮小し、縮小した分を公共事業でカバー

していこうというのが今の見直し案の骨子で、今年に入ってから、何か印象として慌てて

平和堂と近鉄不動産との協議をしていかれたとの思いを持つところであります。 

 そこで、対案として出てきたのが、３月５日付で市長あてに提案された商工会のＳＯＨ

Ｏランド計画です。私ども、会派といたしましても、早速聞き取り調査を行い、少なくと

もソフトもこれから論議をしていけば、なかなか魅力的なものだと推察できたし、何とい

っても最大の関心事は、市民の負担額が減少し、さらに、今の見直し案でいくと、完成後、

心配される市長が社長の長岡京土地開発会社、つまり、いわゆる三セクの赤字運営を心配

しなくてもよい内容になっていたことです。したがいまして、３月１９日の予算の総括質

疑で、商工会と十分話し合っていただきたいと注文をつけさせていただいた次第でありま

す。 



 その後の新聞報道によれば、市長は成熟度に差があり無理、助役さんに至っては、他に

いろいろと話されていたとは思いますが、報道上はどこかほかでやられたらと、非常に冷

たくあしらっておられるように感じ取れました。 

 私どもの調査では、日本の最大手の企業と住宅開発会社が提案しており、決して無成熟

な案ではないと思っております。どのような話し合いの経過で、どのような物差しで成熟

度に差があるのかということを判断されたのかを御説明をお願いしたいと思います。 

 以上、私の第１回目の質問とさせていただきます。よろしく御答弁のほどお願い申し上

げます。 

 

○（橋本順造議長） 今井市長。 

               （今井民雄市長登壇） 

 

○（今井民雄市長） 大伴議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず１項目目の、地域健康福祉計画の全般的なところについて私からお答えをいたしま

す。 

 議員から御紹介をいただきましたように、地域健康福祉計画は今年度中の策定を目指し、

鋭意取り組みを進めてまいっております。平成１３年度には、市民アンケート調査をはじ

め、専門職員に対するヒアリングやアンケート調査を中心に実施し、先般、そのまとめが

でき上がったところであります。 

 平成１４年度の今年度には、そのまとめをさらに考察しながら、改めてより多くの市民

の方々の御意見やニーズを踏まえ、地域健康推進委員会や関係職員で構成する推進会議等

において議論をさらに重ね、計画を策定することになります。 

 そこで、議員御提案の、地域コミュニティーの醸成についてであります。 

 当該計画の策定に当たって、特に求められているのは市民参加の促進と地域福祉という

新たな視点を踏まえることにあり、自立支援のための各種システムづくりを盛り込むこと

が必要であります。 

 改めて申すまでもありませんが、地域コミュニティーは地域福祉活動の基盤をなすもの

であり、地域コミュニティーの形成がさらに心豊かな人と人との関係づくりや、今後の長

岡京市のまちづくりの根幹をなすものと承知しているところであります。つまり、地域福

祉活動の推進が地域コミュニティー形成の成果をもたらしたり、地域コミュニティーの形

成が地域福祉活動を活発化させることになるものと考えております。 

 地域福祉活動を通じて地域コミュニティーの形成を図る試みの一つが、社会福祉協議会

の実施する「ふれあいまちづくり事業」のモデル自治会の取り組みであります。 

 社会福祉協議会には長岡京市の多くの団体や機関が結集しており、まさに地域福祉活動

の中核としての役割を担っているところであり、自治会長会からも代表の方々の参画をい

ただいているところでもあります。 



 そして、現在、社会福祉協議会では、地域福祉活動計画を策定中であり、市が取り組ん

でいます地域健康福祉計画との連動を図りながら、さらなる地域福祉活動の充実に向けた

取り組みが展開されるよう期待がされているところでもあります。 

 議員御指摘のように、地域コミュニティーの形成を図るための起爆剤には、子供の健全

育成の活動、環境の問題、防犯、安全などの地域課題の解決に向けた地域住民の共同した

体験や実践が大きく寄与するものと考えます。各地域の独自性が発揮され、特色ある地域

づくりが望まれるところであります。 

 そのため、現在、市では自治会運営補助金のほか、特定の目的を持って地域に事業補助

等をする幾つかの制度を持っております。 

 前者は、自治会活動の活性化を図る目的で交付するもので、その使途は地域の特性、状

況により創意工夫して活用されているところであります。 

 一方、後者は、それぞれの行政目的に応じて、防犯組織活動補助金、自主防災組織育成

補助金、ふれあいのまちづくり事業費補助金、地区敬老行事開催費補助金、老人クラブ補

助金、古紙の回収活動団体報償金、青少年健全育成推進協議会補助金、子供会育成連絡協

議会補助金、少年補導委員会補助金等々の補助金のほか、類似のものとして、公園維持管

理業務委託料、分別収集整理指導業務等に関する委託料等を事業化して成果を上げている

ところであります。 

 ただ、これらの補助金等は、議員が期待される地域コミュニティーの形成を直接の目的

とはしておりませんが、個々の活動を通じて間接的に結びついているものと考えておりま

す。 

 市といたしましても、自治会とのかかわりについて、その主体性を尊重しつつ、引き続

き地域住民の連動に結びつく支援に努めていく所存でありますので、御理解を賜りたいと

存じます。 

 そして、関係分野の職員が当面大切にしたいことは、地域コミュニティーの形成を図る

ことの必要や意義等について認識を共有化して、統一したかかわりを持っていくことでは

ないかと考えております。関係する部署の職員が一堂に会する地域健康福祉推進会議がそ

の役割を十分に果たすよう努めてまいりたいと考えているところであります。 

 次に、３番目の御質問であります西口再開発についてお答えをいたします。 

 １点目は、約２５億円もの負担が増えても、この事業を実施する値打ちを普通の市民の

方が聞いても納得するように、わかりやすく説明されたいとのことであります。 

 都市問題の解決は、個々ばらばらの改善では限界があり、また、その効果も不十分であ

ります。 

 ある時代につくられたまちや建物を新しい時代に見合った利用形態につくり直すため、

地域住民と市が一体となり、それぞれが役割分担をして、まちぐるみの事業を進めること

が求められております。 

 西口周辺の現状はいろいろな課題があります。特に駅周辺の道路事情や交通環境が悪く、



また、交通結節点としての駅前も、安全性や利便性に欠けております。そして、駅前の立

地を生かした土地利用が図られていなく、集客力の低い現状となっております。このよう

な課題解決を図るためには中心市街地の整備が不可欠であります。 

 西口地区において、東の生活拠点の形成を図るため、公共施設の整備と駅前という利便

性を生かした、玄関口にふさわしい建物との一体的に整備を図るものであります。 

 そして、市街地環境の改善、経済活動の向上、交流の拠点の形成を図るため、中心市街

地整備の第一歩として、この西口再開発事業を推進しているところであります。 

 この事業に係る市の負担額については、今後、事業の精査を行うことにより変動はあり

ますが、現時点では、駅前線、駅前広場、広場公園などの都市の根幹をなす基盤整備に要

する費用、そして、質の高い行政サービスを提供する生涯学習センター機能を導入した市

の施設や駐車場費など、市が必要とする施設の購入費がそのほとんどを占めているもので

あります。このような社会資本の整備を一括してこの再開発事業で取り組み、長岡京市に

おける新たな東の生活拠点の形成と市民文化創造の場づくりを目指すものであります。 

 今後とも、財政計画については、慎重に検討を重ね、進めていきたいと思いますので、

よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 以下の質問につきましては、助役以下、担当部長からお答えをいたします。 

 

○（橋本順造議長） 岸助役。 

（岸 義次助役登壇） 

 

○（岸 義次助役） 私からは、西口再開発事業についての第２点目、商工会提案のＳＯ

ＨＯランドの計画についてお答えをいたします。 

 今日まで、商工会とは協議の場を重ねて、いろいろな意見や要望などをいただいてきた

ところであります。 

 今回の見直しにつきましては、検討段階の節々では、事業計画の概要などについて御報

告申し上げてきたところでございます。 

 協議の場におきまして、多少の意見の相違はありましたが、この事業の仕組みや見直し

に当たっての基本的な考え方として、まちの玄関口にふさわしい整備を着実に進めたいこ

とや、多くの地権者の意向は早期に事業の実施を強く望んでおられること、また、社会経

済状況などからも、実現性の高い内容にする必要があることなどをお伝えしてきたところ

であります。 

 しかし、昨年末には、再開発組合が進めてきました見直し骨子案に対して、商工会とし

ての考え方や別途の導入施設についての提案がなされたところであります。そして、今年

の３月５日、商工会との懇談終了間際にＳＯＨＯランド計画の企画案を受け取ったところ

であります。 

 そこで、お尋ねの、どのような話し合いの経過で、どのような物差しで成熟度に差があ



るのかにつきましてお答えいたします。 

 まず、この計画につきまして、企画者及び商工会から説明を受けております。その結果、

当方の評価として、１番目に、計画実現の責任者、事業主体が見えないことであります。

２番目には、保留床処分の買い手が不明確であることであります。３番目に、実現のスケ

ジュールが見通せないこと。４番目には、再開発組合員の理解が得にくいことなどの点で、

この提案は構想の初期段階と言わざるを得ないと判断したわけでございます。 

 また、再開発組合の緊急理事会も開催され、この計画について、協議、検討をされた結

果、見直しの取り組みと進捗状況からして、ＳＯＨＯランドの計画を西口再開発事業の中

に取り組むことは極めて困難との結論が出されたところであります。 

 市といたしましても、早々に商工会に対し再開発組合での結論の内容を御報告いたしま

した。 

 議員御指摘の、大手企業グループが提案されているから、決して未成熟な案ではないと

の見識につきましては、企画者からの聞き取り状況を踏まえ、導入施設などの保留床の処

分性や経済面での具体性において、確実性が乏しいと判断しております。 

 なおまた、提案以降において、企画者から市や再開発組合に対して一度も事業参画の申

し入れがないことを申し添えておきたいと思います。 

 商工会は、地域経済団体として、これまでから意見交換などを行ってきており、今後と

も相互理解ができるように努めていくとともに、商業振興につきましても十分調整を図り、

より一層の理解と協力を求めていきたいと考えていますので、議員におかれましては、今

後とも御指導のほどよろしくお願い申し上げます。 

 以上、答弁といたします。 

 

○（橋本順造議長） 芦田教育長。 

               （芦田富男教育長登壇） 

 

○（橋本順造議長） 村山健康福祉部長。 

             （村山美智子健康福祉部長登壇） 

 

○（村山美智子健康福祉部長） それでは、私からは、大伴議員の御質問のうち１点目の、

地域健康福祉計画に関連して、中学校区に１カ所ずつ設置している在宅介護支援センター

を、支援を必要とするすべての市民の総合窓口とし、ケアマネジメントを提供したらどう

かという御提案についてお答えいたします。 

 本市の在宅介護支援センターは、他市に先駆けて早くから整備した経過があり、全国的

にもモデルになるものではないかと考えております。 

 現在、在宅介護支援センターでは、高齢者や介護者の相談に応じ、ニーズに対応した各

種の保健福祉サービスを総合的に受けられるようにサービスの調整を行うなど、重要な役



割を果たしています。 

 介護保険制度がスタートしてからは、確かに居宅介護支援事業所を兼ねていますので、

介護保険サービス利用者のケアマネージャーとしての業務をあわせて行っていますが、あ

くまでも在宅介護支援センターとして介護予防に重点を置き、相談のあったケースについ

ては家庭訪問を行い、高齢者とその家族の状況を把握し、ケアマネジメントを実施してい

ることをまず申し上げたいと思います。 

 本市では、在宅介護支援センターに対し２名の職員の配置をお願いをし、国の基準以上

に委託料を付加する中で、市独自の業務を行っていただいております。 

 具体的には、昨年度から７５歳以上の後期高齢者に対して、訪問による実態調査を行い、

要支援高齢者の掘り起こしに努めております。また、要介護状態にならないよう予防する

ための介護予防プランの作成を行い、必要なサービスにつなげるなど、ケアマネジメント

を行っております。 

 さらに、介護認定を受けた人で、実際、介護保険サービスを利用されていない高齢者に

対しても訪問による実態調査を行い、介護サービスの利用を促進するとともに、高齢者施

策全体の見直しに反映させています。 

 このように、在宅介護支援センターは、地域の高齢者やその家族の身近な相談窓口とし

て、また、保健福祉サービスの総合窓口として、その機能を発揮しています。 

 これら在宅介護支援センターで培われたケアマネジメント機能を、高齢者だけを対象と

するのではなく、障害のある市民の方にも拡大していくことは確かに意義があり、有効な

地域ケアシステムであると考えます。 

 ただ、すべての在宅介護支援センターが障害者の相談窓口として対応できるようになる

ためにはまだ少し時間が必要ですので、今後、検討していきたいと考えております。 

 また、これら４カ所の地域型支援センターを統括する組織として、基幹型支援センター

が位置づけられているわけですが、本市においても、基幹型支援センターの設置は新高齢

者福祉計画で位置づけており、必要な施設であると認識しています。 

 大伴議員御提案の、基幹型支援センターを社会福祉協議会に委託し、高齢者だけでなく、

支援を必要とするすべての市民を対象にした窓口にしてはという御提案ですが、今後、基

幹型支援センターの設置を検討する際の一つの選択肢とし、地域ケアシステムの構築を総

合的に検討する中で判断していきたいと考えていますので、よろしく御理解いただきます

ようお願い申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○（橋本順造議長） 大伴雅章議員、再質問ありますか。 

 大伴雅章議員。 

               （大伴雅章議員登壇） 

 



○（大伴雅章議員） いろいろとお聞きしたいことはあるわけでございますが、再質問で

すんで、絞って質問をさしていただきたいと思います。 

 西口再開発のことについてでございます。 

 二つ質問したわけでございますが、一つ目につきましては、いろいろと値打ちを言って

いただいたわけでございますが、これは感想になりますが、値打ちはあるんだろうけれど

も、もう一つ値上がった分のこういう値打ちやというとこが、もう一つ私には個人的には

ちょっと見えなかって、市民の方にまだよう説明せんというのが実感でございます。 

 質問でございますが、要は、私どもの考え方といたしましては、いかに市民の負担を少

しでも少なくして、いかに後世まで市民の方に喜んでもらえるものをつくっていくのかと

いうことが基本であります。 

 昨日、小谷議員の質問に対する部長の答弁の中で、市施行と組合施行のメリット、デメ

リットを説明されてました。その中で、組合施行の場合、デメリットとしては資金確保の

困難性、そして、メリットとしては民間活力の導入がしやすいと、こういうふうな説明を

されておったわけでございますが、今回、このＳＯＨＯランドの話が出たときに、あくま

で窓口は商工会でございましたけれど、日本の最大手の企業が言うてきているわけでござ

いますが、まさしく、昨日、部長さんが御説明になっていたですね、組合施行の場合のデ

メリットがカバーできて、そして、メリットとして非常に最大手の企業がね、金出すいう

て言うてきたそうでございますんでね、そういうふうなあたりを会われて、計画責任者が

見えなかったとか、保留床の本当に処分できるのだろうかどうかとか、組合員の理解が得

られないとか、そらいろいろ１回や２回の話ではなかなかわからんというふうに思います

し、向こうも１回も言うてきよらへんかったみたいな話を、最後の締めくくりなんですが、

やっぱり少しでも市民の税金を減らしていいものをつくっていこうという視点があるなら

ば、もう少し接触をされ、やっぱりこうだったんだと。こういう点で未成熟だったんだと

いうふうな、もう少し論理的な、あるいは熱意のある接触の仕方、しかし、こうだったん

だというふうなことが、願わくはお聞きをしたかったわけでございますが、今の話では、

頭からもういわゆる平和堂と近鉄不動産がありきで、話は聞かないというふうにとったの

は私だけでしょうか。 

 今後ですね、仮にですよ、この話は未成熟なんだと、あかんかったというふうな話です

が、今後、本当にいい話があるときに、やっぱりいい話というものは市民にとって持ち出

しが少なくなって、中身がですね、今のよりも、市側が言っておられるように、常々言っ

ておられるように、本当に再開発の目的の中身としていい話があったときに、きちんとや

はり積極的に話を聞かれるのか。もうどんな話があっても聞けないと。もう今の時点では

聞けないんだ、これでいくんだというのか、どちらか、お伺いをしたいです。 

 以上、再質問とさしていただきます。 

 

○（橋本順造議長） 岸助役。 



               （岸 義次助役登壇） 

 

○（岸 義次助役） 再質問にお答えいたします。 

 私の方が、一度、内容がわかりにくかったので説明をいただいたときに、確かにおっし

ゃいますように、情報最大手の会社からお見えになりました。そこでお聞きした内容は、

要は、我々はＳＯＨＯをやるビルを買うディベロッパーがいると。そこへ小部屋を３５０

室つくってもらって、そこへＳＯＨＯいうたら個人、あるいは個人に近い企業ですが、そ

こへ入ると。それを組織して、そことＳＯＨＯの業務を取り引きしたいんやと。我々が買

うわけではありませんと、こういうふうにはっきりおっしゃっておりました。 それで、

そしたら、今の再開発事業というのは、組合があこにビルを建てて、そして、それを保留

床、余った部分を処分して収支を合わす事業でございますので、そしたら、そのビルを買

うていただけるんですかということをお聞きしたら、今日はその買う、買いたいという人

がありますと。会社ですね。これも大手メーカーの系列の実績のある立派な会社でござい

ますが、それは欠席しておられまして、その後、見えるかというふうに思ってたんですが、

見えませんので、それなりにつてをたどって向こうの意向を聞きもいたしました。それは、

今現在、検討中で、まだ外に言えないというようなことでございました。 

 要するところ、再開発事業というのは、ビルを、この場合でしたらマンションですが、

それをつくって、余ったマンションを売り出すということでございまして、この案件が入

ってきたから余分に売れるというようなものではございません。そういうことで、近いう

ちにこの今おっしゃってます大手のとこへ一度話をお伺いに行きたいと、このように考え

ております。 

 それから、頭から拒否とか、そういうことじゃなくして、その内容が極めて具体性に欠

けておったわけで、といいますのは、今、申し上げましたように、計画書そのものが、だ

れがつくったのか、策定責任者、あるいはどこが事業をするのか、それもわかりませんし、

聞いて初めて大体のことがわかってきたというようなことでございまして、今回はやはり

組合が検討しましたところ、やはり無理だろうという結論になったわけでございます。 

 しかし、ＳＯＨＯというものは、２１世紀の本当に次の時代の産業の振興に大変有意義

な事業であり、それに対して支援していくということも大変重要やというふうに認識して

おりますので、これは商工会ともども、我々も、今後、本腰を入れて研究していきたいと

いうことを考えております。そのことは商工会も同意していただいているわけでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○（橋本順造議長） 大伴雅章議員の質問を終わります。 

 


